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第７章　韓国の高等教育における職業教育と学位

石川　裕之

　本稿では，韓国における高等教育レベルの職業教育と学位の概要について，制度・法的地位，

システムの構造と機能，政策の動向の３点から論じる。

１．制度・法的地位

１.１　制度の枠組み

　韓国の学校教育制度はわが国と同じく６-３-３-４制の単線型学校体系をとっている。また，メ
インストリームの学校の名称もわが国の小学校に当たる「初等学校」が異なるだけで，「幼稚園」「中

学校」「高等学校」「大学」などは共通している（図表７－１）。こうした類似点は，戦前の植民統

治下で日本型の近代学校教育制度が導入されたことと，戦後わが国と同様にアメリカの影響を強

く受けたことに起因している。ただし，当然ながら韓国の学校教育制度は戦後７０年にわたり独自

の発展過程を経てきたため，そこにはわが国にはみられない特徴が数多く存在する。その１つが

高等教育機関の種類の多様さである。

　韓国には法令上，「大学」（４～６年制の一般大学を指す。以下，他の高等教育機関と区別する

ため「一般大学」とする），「産業大学」，「教育大学」，「専門大学」，「遠隔大学（放送大学・通信

大学・放送通信大学およびサイバー大学）」，「技術大学」，「各種学校」，「社内大学」，「専攻大学」，

「技能大学」の計１０種類の高等教育機関が存在している。一方，統計データ上では図表７－１の

ように法令上の遠隔大学を「放送通信大学」，「サイバー大学」，「遠隔大学」の３つに分け計１２種

類として集計することが多い。特徴的なのは，各種学校を除くすべての高等教育機関が「大学」

図表７－１　韓国の学校体系（２０１５年時点）
出所：教育部，韓国教育開発院，２０１５，p.５９を参考に筆者が作成。
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の名称を冠している点である。このため韓国では高等教育機関と大学がほぼ同義の語として使用

される。これは同時に，職業高等教育機関を含めた高等教育機関のほとんどが大学制度内に位置

付いていることを意味する。

　それでは，上記の高等教育機関のうちどれが職業高等教育機関と呼べるものであろうか。たと

えば，初等教員養成を担う教育大学の場合，特定の職業従事者を養成するという意味では広義の

職業高等教育機関に該当する。一方で，コンピュータ科学や看護学，貿易学や観光学など実学志

向の学科を有する放送通信大学は確かに高等教育レベルにおける職業教育の一端を担っていると

いえるが，国語国文学や日本学などの人文系の学科も設置していることから分かるように職業教

育のみをおこなっているわけではない。同じようなことは多様な学部・学科を有する総合一般大

学にもいえるだろう。このように高等教育機関を厳密に普通教育機関と職業教育機関に区分する

ことは難しい。そこで本稿では主な先行研究を参考とし１，産業大学，専門大学，遠隔大学（放送

大学・通信大学・放送通信大学およびサイバー大学），技術大学，社内大学，専攻大学，技能大学

の７種類を職業高等教育機関として論じることとする。

　さて，法令上の分類をもとに高等教育機関の名称，法的根拠，設置者，所管する機関について

まとめたものが図表７－２である。上で挙げた７種類の職業高等教育機関に注目すると，大きく

分けて，高等教育法によって規定されるもの（産業大学，専門大学，遠隔大学，技術大学）とそ

れ以外の法令に規定されるもの（社内大学，専攻大学，技能大学）に２分されることが分かる。

後者はさらに，生涯教育法（韓国語では「平生教育法」）によって規定されるもの（社内大学），

生涯教育法および初・中等教育法によって規定されるもの（専攻大学），勤労者職業能力開発法

によって規定されるもの（技能大学）の３つに分けることができる。

　設置者については，多くが国・地方自治体・学校法人であるが，生涯教育法に規定される社内

大学と専攻大学については工場や事業場が設置者となることができる。さらに所管する機関に注

目した場合，生涯教育法に規定される機関を含め中央教育行政機関である教育部が所管するもの

がほとんどを占めていることが分かる。唯一の例外は技能大学であり，雇用労働部および教育部

（設立認可のみ教育部がおこない，その後の管理監督は雇用労働部がおこなう）の所管となって

いる。

　次に，機関別の設置目的を示したものが図表７－３である。設置目的が最も広く規定されてい

るのは一般大学である。そこには現在のわが国の学校教育法や戦前の大学令に示された大学の目

的との類似性をみいだすことができる。職業高等教育機関に注目すると，遠隔大学については設

置目的として職業教育よりも生涯教育が強調されているように思われる。社内大学については法

令の条文内に設置目的が明示されていないが，教育部の資料では「勤労者の勉学欲求充足と専門

職務教育および特化教育を通じた生産性向上に寄与」（教育部，２０１３.１１.０５，p.５）することが目的
として記されており，やはり職業教育を主たる目的とした機関といえる。残り５つの職業高等教

育機関については法令において職業教育を目的とすることが明示されている。ただし，それら相

互の目的の違いを明確に区別するのは容易ではない。韓国には確かに多様な職業高等教育機関が

存在しているものの，各機関の設置目的や機能には重複している部分も多いと考えられる２。

１ たとえば，ナ・スンイルらは職業高等教育に関する研究の中で，専門大学，産業大学，遠隔大学，技術大学，社
内大学，ポリテク大学（技能大学）の６種類を対象として扱っている（ナ・スンイル，２０１２，p.１１）。ここに専攻
大学が含まれていないのは，当該研究を実施していた当時，専攻大学の設置に関する法的根拠が準備されて間も
なかったためと考えられる。

２ 実際に韓国では，高等教育レベルの職業教育において機関間や省庁間での人材養成機能の重複が問題となってい
るという（ナ・スンイル，２０１２，p.２７）。
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１.２　学位，入学・卒業要件

　韓国の高等教育機関の入学・卒業要件，学位，接続について示したものが図表７－４である。

入学資格は職業高等教育機関も含めて基本的に後期中等教育（高等学校）卒業またはこれと同等

の学力を持つ者となっている。修業年限はおおむね取得する学位と対応している。韓国の学士課

程以下には，「学士」，「専門学士」，「産業学士」の３種類の学位が存在する。一般大学等の４～６

年課程を修了すると学士の学位が，専門大学等の２～３年課程を修了すると専門学士の学位が授

与される。これら２つは高等教育法で定められた通常の学位である。なお，理工系はもちろん保

健医療系，人文社会系，教育系，芸術・スポーツ系に至るまで極めて多様な分野をカバーしてい

る専門大学で授与される専門学士の場合，修業年限に注目してわが国の短期大学士に相当する学

位として捉えることもできるし，設置目的に注目して一種の職業学位と捉えることも可能であろ

う。一方，技能大学の２年課程（「多技能技術者課程」と呼ばれる）を修了すると産業学士の学位

が授与される。産業学士は勤労者職業能力開発法に規定され雇用労働部が認定する一種の職業学

図表７－２　高等教育機関の種類とその根拠

所管設置者法的根拠
原語

（英語）
名称

国際
分類

教育部
国・地方自治体・学校
法人

高等教育法第２条
第１号

�

（University）
大学（一般大
学）

５-A

同上同上
高等教育法第２条
第２号

�

（Industrial University）
産業大学５-A

同上同上
高等教育法第２条
第３号

�

（University of Education）
教育大学５-A

同上同上
高等教育法第２条
第４号

�

（Junior College）
専門大学５-B

同上同上
高等教育法第２条
第５号

�

（Distance University （Air 
and Correspondence 
University, Cyber 
University））

遠隔大学（放
送大学・通信
大学・放送通
信大学およ
びサイバー
大学）

５-A/B

同上同上
高等教育法第２条
第６号

�

（Technical College）
技術大学５-A/B

同上同上
高等教育法第２条
第７号

�

（Miscellaneous School）
各種学校５-A/B

同上

商法または特別法に
よって設立された法
人の事業場で，従業員
２００名以上のもの

生涯教育法第３２条
�

（College in the Company）
社内大学５-A/B

同上
国・地方自治体・学校
法人および工場・事業
場

生涯教育法第３１条
第４項および初・
中等教育法第５４条
第４項（高等技術
学校専攻科関連）

�

（Specialization College）
専攻大学５-B

雇用労働部（管理監
督）および教育部（設
立認可）

国・地方自治体・学校
法人

勤労者職業能力開
発法第２条第５号

�

（Polytechnic College）
技能大学５-B
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位であり，法的に専門学士と同等の学位として認められている３。

　なお，高等学校新卒者に占める各高等教育機関の入学者の割合（２０１４年時点）については（韓

国教育開発院教育統計サービス，２０１６.０１.０４アクセス），一般大学が５７.５％と圧倒的である。一方
で職業高等教育機関については，専門大学の３７.５％を除けば極めて低くなっている。職業高等教
育機関の中で２番目に多い遠隔大学でも８.８％に過ぎず，その他の機関は１％に満たないケースも
少なくない。これは職業（高等）教育の人気が低いというよりは，後述するように一般大学の規

模が大きく高等教育全体の約６割の学生を収容しているため，そもそも職業高等教育機関の学生

定員が少ないことによる。むしろここで留意すべきは，職業高等教育機関の中には産業大学や専

３ 勤労者職業能力開発法第４１条第３項による。

図表７－３　機関別の設置目的

根拠設置目的名称

高等教育法第２８条
大学は，人格を陶冶し，国家と人類社会の発展に必要な深奥な学術理論とそ

の応用方法を教え，研究し，国家と人類社会に貢献することを目的とする。
大学（一般大学）

高等教育法第３７条
産業大学は，産業社会で必要な学術または専門的知識や技術の研究と錬磨の
ための教育を継続して受けようとする者に高等教育の機会を提供し，国家と
社会の発展に寄与する産業人材を養成することを目的とする。

産業大学

高等教育法第４１条
第１項

教育大学は，初等学校教員を養成することを目的とする。教育大学

高等教育法第４７条
専門大学は，社会の各分野に関する専門的な知識と理論を教え，研究し，才能
を錬磨し，国家社会の発展に必要な専門職業人を養成することを目的とする。

専門大学

高等教育法第５２条

遠隔大学は，国民に情報・通信メディアを通じた遠隔教育によって高等教育
を受ける機会を提供し，国家と社会が必要とする人材を養成するとともに，
開かれた学習社会を具現することによって生涯教育の発展に貢献すること

を目的とする。

遠隔大学

高等教育法第５５条
技術大学は，産業体勤労者が産業現場で専門的な知識・技術の研究・錬磨の
ための教育を継続して受けられるようにすることで，理論と実務能力を等し
く有する専門人材を養成することを目的とする。

技術大学

高等教育法第５９条
第１項

各種学校とは，第２条第１号から第６号までの学校（上記６種類の高等教育
機関：訳者注）と類似した教育機関をいう。

各種学校

生涯教育法第３２条
第１項

大統領令で定める規模以上の事業場（共同で参加する事業場も含む）の経営
者は教育部長官の認可を受けて専門大学または大学卒業者と同等の学力・学
位が認定される生涯教育施設を設置・運営することができる。

社内大学

生涯教育法第３１条
第４項および初・
中等教育法第５４条
第１項・第４項

高等技術学校は，国民生活に直接必要な職業技術教育をおこなうことを目的
とする。
高等技術学校には，高等学校を卒業した者または法令によってこれと同じ水
準以上の学力があると認定された者に特殊な専門技術教育をおこなうため
に，修業年限が１年以上の専攻科を置くことができる。
「初・中等教育」第５４条第４項によって専攻科を設置・運営する高等技術学
校は，教育部長官の認可を受けて専門大学卒業者と同等な学力・学位が認定
される生涯教育施設として転換・運営することができる。この場合，専攻大
学の名称を使用することができる。

専攻大学

勤労者職業能力開
発法第３９条第１項

国家，地方自治団体または「私立学校法」による学校法人は，産業現場で必
要とするマンパワーを養成し，勤労者の職業能力開発を支援するために技
能大学を設立・経営することができる。

技能大学

注：下線部は筆者。
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門大学，専攻大学のように入学者の７～８割が高等学校卒業後に現役入学している機関がある一

方で，技能大学のように５割程度が現役入学している機関もあるなど多様な点である。さらに，

入学資格として１年６カ月以上の在職経験が求められる４技術大学や，設置主体の企業等（下請を

含む）の従業員であることが入学の前提となる５社内大学のように基本的に現役入学者がいない機

関もある。

　それでは各職業高等教育機関の学生に占める在職中・在職経験者の割合はどうであろうか。参

考までに全学生に対する夜間部在籍学生の割合（２０１４年時点）をみてみると，図表７－５の通り

４ 高等教育法第５７条および同施行令第６５条第１項による。
５ 生涯教育法生涯教育法第３２条第２項による。

図表７－４　入学・卒業要件，学位，接続

大学院への入学大学への編入学位卒業要件入学要件名称

可－学士課程修了後期中等教育
（高等学校）
卒業または同
等の学力

大学
（一般大学）

可－学士同上同上産業大学

可－学士同上同上教育大学

可（ただし，学士学
位専攻深化課程や医
療人養成４年課程を
修了し，学士学位を
取得した場合）

可専門学士（学位専攻深化
課程や医療人養成４年課
程修了時には学士学位授
与も可能）

同上同上

専門大学

可（学士学位課程を
修了した場合）

可（専門学士
課程の場合）

学士／専門学士同上同上
遠隔大学

可（学士学位課程を
修了した場合）

可（専門学士
課程の場合）

学士／専門学士（学士課
程は専門大学卒業者を対
象とした２年課程）

同上同上（ただし，
１年６カ月以
上の在職経験
が必要）

技術大学

可（学士学位課程を
修了した場合）

可（学力認定
を受けた専門
学士課程の場
合）

学士／専門学士（ただし
学力認定のための教育部
長官の指定が必要）

同上同上

各種学校

可（学士学位課程を
修了した場合）

可（専門学士
課程の場合）

学士／専門学士（学士課
程は４年課程と専門大学
卒業者を対象とした２年
課程のどちらも設置可
能）

同上（教育課程に関連す
る勤務経歴を一定範囲で
単位として認定すること
ができる）

同上（ただし，
当該事業場ま
たはその下請
企業の従業員
に限る）

社内大学

不可（専門学士課程
しか設置できないた
め）

可（専門学士
課程の場合）

専門学士（ただし教育部
長官の認可が必要）

課程修了後期中等教育
（高等学校）
卒業または同
等の学力

専攻大学

可（ただし，学士学
位専攻深化課程を修
了し，学士学位を取
得した場合）

可（志願先大
学による学力
認定が必要）

産業学士（合わせて各種
国家技術資格の資格も取
得可能）／学士（教育部
長官との協議を経て雇用
労働部長官が認可した場
合，高等教育法に規定さ
れた学士学位が授与され
る学士学位専攻深化課程
の設置・運営も可能。国
家技術資格のみ取得する
非学位課程も設置可能）

産業学士：多技能技術者
課程修了（熟練技術者と
して選定された経歴や専
攻学科に関連する勤務経
歴などを一定範囲で単位
として認定することがで
きる）。
学士：専攻深化課程修了
（産業学士課程や他大学
の専門学士課程で取得し
た単位の一部を認定する
ことができる）。

同上

技能大学
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産業大学，専門大学，技能大学では６～１５％程度しかおらず，大部分はフルタイムの学生で占め

られていると考えられる。専攻大学の場合，学生の半分ほどが夜間部に在籍している。技術大学

では全員が夜間部に在籍している一方で，社内大学では意外にも夜間部在籍学生の割合が低く３

割程度にとどまっている。社内大学の学生は基本的に全員が在職中であると考えられるが，夜間

部在籍学生の割合が比較的低いことから，設置元の企業等の内部で通学・勤務時間に対する配慮

がおこなわれている可能性もある。

　また，韓国の教育統計の区分に準拠して２６歳以上の学生が占める割合についてみた場合（図表

７－５），夜間部在籍学生の割合に比べ２６歳以上の学生の割合が特に大きかったのが社内大学と技

能大学である。これは比較的高い年齢層の学生がフルタイムに近いかたちで教育を受けている

ケースと推察される。逆に，夜間部在籍学生の割合に比べ２６歳以上の学生の割合が特に小さかっ

たのが技術大学と専攻大学である。これは標準的な高等教育該当年齢（韓国では男子に２年ほど

の徴兵が課されるため１８～２４歳程度）の学生が在職しながら教育を受けているケースと推察され

る。同じく図表７－５からは，放送通信大学やサイバー大学のような遠隔大学については比較的

高い年齢層の学生が圧倒的多数を占めていることが分かり，これらは生涯教育機関としての役割

を果たしているものと考えられる。なお，産業大学と専門大学については夜間部在籍学生の割合

と２６歳以上の学生の割合が両方とも低く，大部分が標準的な高等教育該当年齢のフルタイムの学

生であると考えられる。上述したように産業大学と専門大学の新入生はその７～８割が現役入学

者で占められているが，この割合は一般大学とほぼ同じである。したがって，教育対象に関して

は，産業大学や専門大学と一般大学との間に大きな違いはないといえる。以上から分かるように，

同じく職業教育を目的とする機関であっても，機関ごとに学生の層はずいぶん異なるのである。

　次に各機関の卒業要件についてみてみよう。基本的にいずれの機関でも規定の課程を修了する

ことが卒業の要件となる。高等教育法や生涯教育法に基づく機関の場合，法令には単位あたりの

履修時間が定められているだけで（毎学期１５時間以上），課程修了に必要な単位数については各機

関の学則で定めることになっている。ただし，２年制の専門学士課程で８０単位以上（３年制は

図表７－５　職業高等教育機関の夜間部在籍学生および２６歳以上の学生の割合（２０１４年時点）

２６歳以上の学生の割合夜間部在籍学生の割合

１８.２％１４.５％産業大学

８.２％９.７％専門大学

８７.７％―放送通信大学

８１.２％―サイバー大学・その他の遠隔大学

９.５％１００.０％技術大学

５４.７％２８.７％社内大学

２.４％４７.２％専攻大学

８７.７％６.４％技能大学

注１：遠隔大学には全日・夜間の区別がない。
注２：遠隔大学は，放送通信大学，サイバー大学およびその他の遠隔大学に分けて集計されている。
注３：参考までに，一般大学の夜間部在籍学生の割合は２.０％，２６歳以上の学生の割合は５.６％であっ

た。
出所：韓国教育開発院教育統計サービス，２０１６.０２.０５アクセスより筆者が作成。
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１２０単位以上），学士課程（専門大学等に設置される学士学位専攻深化課程６の場合は以前に取得し

た単位を含む）で合計１４０単位以上の取得がおおよその目安になっている７。一方，勤労者職業能

力開発法に基づく技能大学については課程修了に必要な単位数が法令で定められており，２年制

の場合は１０８単位以上，３年制の場合は１２５単位以上，学士学位専攻深化課程の場合は以前に取得

した単位を含めて合計１４０単位以上の取得が必要となっている８。なお，社内大学や技能大学では，

勤務経歴の一部を単位として認定することができる。

　それでは，各機関の課程を修了することによってどのような学位を得ることができるのであろ

うか。再度整理しておこう。韓国では，教育部長官や雇用労働部長官の指定・認可を受ければ，

すべての種類の職業高等教育機関が何らかのかたちで学位の授与権を持つことができるように

なっている９。この点において，韓国では高等教育機関の設置認可と学位授与権の認可は同義であ

る。職業高等教育機関であっても基本的に学士や専門学士といった高等教育法に規定された通常

の学位が授与されるが，技能大学に限っては職業学位である産業学士が授与される。一例として，

図表７－６に技能大学の１つである韓国ポリテク大学の教科編成および履修単位表を示したが，

そこには「ガス設備」や「ボイラー実習」といった実務に直結した科目が相当数含まれている。

さらに２年間の学習時間も，理論５０時間に対し実習が１１４時間とかなり実習重視に傾いた編成と

なっている。こうした教育課程は，伝統的な大学教育のイメージとはやや距離があるといえよう。

しかしながら，そうした課程を修了することで得られる学位は，法的にいえば通常の学位（専門

学士）と同等のもの（産業学士）である点は興味深い１０。さらに，教育部長官と協議した上で雇用

労働部長官が認めた場合，技能大学にも通常の学士学位を授与する学士学位専攻深化課程を設置

することが可能である。このように，専門大学や技能大学のような２～３年制を主とする短期高

等教育機関であっても，一定の条件を満たした場合，学士学位を授与できる仕組みが保障されて

いる点は，韓国の職業高等教育システムの大きな特徴といえる。つまりは，専門学士課程しか設

置できない専攻大学を除けば，韓国ではすべての職業高等教育機関が一定の条件を満たすことで

学士学位を授与することができるということである。

６ １９９８年度から，専門大学卒業後もさらに専門性を身につけたいと臨む学生のための継続教育として「専攻深化課
程」が導入された。同課程は長らく学位課程として運営することが禁止されていたが，２００８年度から一定の条件
を満たし教育部長官の認可を受ければ学士学位を授与できる課程として運営できるようになった。学士学位専攻
深化課程に入学するためには原則として専門大学の同一系列学科を卒業することと関連分野の在職経歴があるこ
とが条件とされる。ただし，自然科学，工学，芸術・スポーツ，人文社会学系列の場合は在職経歴がなくとも入
学できるという例外規定が２０１１年に新設された（高等教育法第５０条の２第４項および同施行令第５８条の２第３項）。
例外規定の適用範囲がかなり広いため，専門大学の同一系列学科を卒業してさえいればストレートで学士学位専
攻深化課程に入学できるケースが多いといえる。これは事実上，専門大学を４年制学士課程に近いかたちで運営
できることを意味している（実際には学士学位深化課程の入学者の約９割が夜間部に所属しているため，同課程
に所属する学生は何らかの仕事を持っている可能性が高い）。

７ 単位銀行制（後述）のための法令である「学点認定等に関する法律施行令」第１３条の学力認定基準では，大学卒
業学力は１４０単位以上，専門大学卒業学力は８０単位以上（３年制は１２０単位以上）と定められており，法的にはこ
れが１つの目安となろう。

８ 勤労者職業能力開発法施行令第４０条第１項および第４０条の２による。
９ なお，陸・海・空軍の士官学校や警察大学といったわが国でいえば省庁学校に相当するような教育訓練機関でも
各機関が高等教育法に規定された通常の学位を授与することができるようになっている。このように韓国の高等
教育においてはもともと学位授与権に対する規制は緩いといえる。

１０ なお，「１９９７年７～８月に，労働部が管掌する技能大学の学生たちが専門大学卒業生と同等に学位を授与されるこ
とを要求し，デモをした事件」（教育５０年史編纂委員会，１９９８，p.５８８）があっという。このデモが実際にどれだ
けの影響を与えたかは不明であるが，産業学士の授与を定めた旧技能大学法の改正は，デモの直後である１９９７年
１２月におこなわれている。
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注：同大学のグリーンエネルギー設備科は勤労者職業能力開発法上，技能大学の多技能技術者課程であり，課
程を修了すると雇用労働部が認定する産業学士学位（専門学士学位と同等）が授与される。

出所：韓国ポリテクⅠ大学，２０１２，p.４，p.１２５，韓国ポリテクⅠ大学（ソウルチョンスキャンパス）グリーン
エネルギー設備科ウェブサイト，２０１５.０７.２２アクセス。

図表７－６　韓国ポリテクⅠ大学（グリーンエネルギー設備科新再生エネルギー設備専攻）の教科編成および
履修単位表（２０１２年度）
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　さらに，上級学校や上級学位課程との接続について考えた場合，韓国には多様な高等教育機関

が存在している一方で，どの種類の高等教育機関に進学しても袋小路に入り込まないような制度

設計となっている点が特徴である。たとえば，専門大学や技能大学で専門学士課程や産業学士課

程を修了すると，当該大学に設置されている学士学位専攻深化課程に進学したり，一般大学に編

入学して学士学位を取得することも可能である。さらに，学士学位を所持している場合は，職業

高等教育機関の出身であるかどうかに関係なく大学院入学資格を得ることができる。これは，韓

国の大学院入学資格がどの種類の機関を卒業するかではなく学士学位を有することを基本条件と

しているためと，韓国には学士相当の学位が「学士」一種類しかないためである。職業高等教育

を含む韓国の高等教育制度においては，共通性の高い学位が異なる種類の機関同士を接続する一

種のジョイント部として機能することで，柔軟なアーティキュレーションが実現されているもの

と考えられる。

１.３　質的保証のメカニズム

　各機関に対する質的保証のメカニズムとしては，高等教育法に基づく高等教育機関であれば基

本的に設置基準による政府管理を受けるし，２００７年以降国家的に整備された大学評価制度に基づ

き自己点検評価をおこなうとともに認証評価機関による第三者評価を受けることになっている。

また，その評価結果は政府の大学支援事業における判定材料とされる１１。さらに，高等教育法に基

づく高等教育機関および技能大学（韓国ポリテク大学および ICTポリテク大学）等は，「教育関
連機関の情報公開に関する特例法」に基づき韓国大学教育協議会大学情報公示センターが運営す

る大学情報公開サイト（http://www.academ yinfo.go.kr/）において情報を公開しなければならな
い。公開される情報は１４領域６４項目（特定の設置者や機関の種類にのみ適用される項目を含む）

であり，その内容は定員充足率や卒業生就職率，専任教員確保率，授業料などの重要指標はもち

ろん，教育課程や評価基準，成績評価の分布，教員の研究実績，予算・決算など，教育・研究・

大学運営の多岐にわたる事項が対象となっている（大学アルリミ，２０１６.０２.０１アクセス）。
　なお，遠隔大学のうち生涯教育法に基づくものや社内大学，専攻大学は生涯教育機関とみなさ

れるため一般的な大学評価制度や大学情報公開制度の対象とならないが，これらの機関について

指定・認可以外にどのような質的保証のメカニズムが働いているのか今回明らかにできなかった。

２．システムの構造と機能

２.１　就学規模

　１９４５年時点で韓国の高等教育機関はわずか１９校，在籍する学生数は８,０００名弱に過ぎなかった
（教育５０年史編纂委員会，１９９８，p.４４３）。しかし，図表７－７のように１９８０年代以降韓国の高等
教育は爆発的ともいえる量的拡大を遂げ，２０１４年時点での学校数は３８９校，学生数は３３０万名強に

１１ 高等教育法第１１条の２（評価等）①学校は，教育部令で定めるところによって，該当機関の教育と研究，組織と
運営，施設と設備等に関する事項を自ら点検し，評価して，その結果を公示しなければならない。②教育部長官
から認定された機関（以下，この条において「認定機関」とする）は，大学の申請によって，大学運営の全般と
教育課程（学部・学科・専攻を含む）の運営を評価したり認証することができる。③教育部長官は，関連評価専
門機関，第１０条による学校協議体，学術振興のための機関や団体等を認定機関として指定することができる。④
政府が大学に行政的または財政的支援をしようとする場合には，第２項による評価または認証結果を活用するこ
とができる。⑤第２項の評価または認証，第３項の認証機関の指定と第４項の評価または認証結果の活用に必要
な事項は大統領令で定める。
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達している（大学院および大学院大学は含まない）。これは，約７０年の間に高等教育の規模が学生

数ベースで４００倍以上に拡大したことを意味する。韓国の総人口は約５,０００万名なので，実に韓国
人の１５名に１名が大学生（高等教育機関在籍者）ということになる。

　また，韓国における２０１４年時点の高等教育進学率は７０.９％，純就学率は６８.７％である（教育部，
韓国教育開発院，２０１４，p.１４）。つまり，同年齢層１０名のうち７名は高等教育まで進学する社会と
なっている。一方，高等教育の量的拡大をもたらした歴代政権の無軌道な規制緩和は，現在の高

等教育に深刻な問題をもたらすことになったのも事実である。１８歳人口の減少と長引く不況が韓

国社会を襲う中，大卒者の過剰供給による就職難，地方の私立大学を中心とした深刻な定員割れ，

劣悪なマスプロ授業の横行といった事態を招来した。こうした事態を収拾すべく，２０００年代以降

図表７－７　高等教育機関の学生数の推移（１９４５～２０１０年）
注：１９６５年以降は専門学士課程および学士課程の学生数を合わせた数字で，大学院課程は含まない。
出所：馬越，１９９５，p.１７５および教育人的資源統計サービス，２０１２.０１.２９アクセスより筆者が作成。

図表７－８　高等教育機関の現況（２０１４年時点）

学生数の割合学生数（うち私立の割合）学校数（うち私立の数）

６３.８％２,１３０,０４６（７７.４％）１８９（１５４）大学（一般大学）

１.８％６０,０８２（６１.１％）２（２）産業大学

０.５％１６,５６６（０.０％）１０（０）教育大学

２２.２％７４０,８０１（９７.９％）１３９（１３０）専門大学

６.８％２２７,６１８（０.０％）１（０）放送通信大学

３.４％１１５,０６８（１００.０％）１９（１９）サイバー大学

０.１％３,１６３（１００.０％）２（２）遠隔大学

０.０％１６２（１００.０％）１（１）技術大学

０.１％３,５６４（９.０％）３（２）各種学校

０.０％６９３（８２.４％）８（７）社内大学

０.３％１１,５８４（１００.０％）３（３）専攻大学

０.９％２８,５２８（１００.０％）１２（１２）技能大学

１００.０％３３３７,８７５（７７.０％）３８９（３３２）計

注１：計には大学院および大学院大学を含まない。
注２：遠隔大学は，放送通信大学，サイバー大学，その他の遠隔大学に分けて集計されている。
出所：韓国教育開発院教育統計サービス，２０１６.０１.０４アクセスより筆者が作成。
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政府は一定の定員抑制をおこないつつ，厳格な大学評価や大学の統廃合促進など，高等教育制度

の構造改革を積極的に推し進めている。

　さて，２０１４年時点の高等教育機関の現況を示したものが図表７－８である。これをみて分かる

ように，韓国の高等教育機関の中で学校数および学生数において圧倒的なプレゼンスを持ってい

るのが４～６年制の一般大学であり，学生数ベースで高等教育全体の６割強を占めている。一般

大学の次に多いのが専門大学であり，学生数ベースで全体の２割強を占めている。これら２種類

の機関で高等教育全体の実に９割近くの学生を収容していることになる。これに対して専門大学

を除く職業高等教育機関の量的プレゼンスは非常に低いことが分かる。つまり，韓国では高等教

育機関の種類は多いものの，量的側面からいえば一般大学と専門大学が高等教育制度を支える二

本柱となっており，特に一般大学を中心とし普通教育に重点が置かれた構造となっているといえ

る。また，すべて国立である教育大学などを除き，私立が圧倒的優勢である点も韓国の高等教育

の特徴である。

２.２　専門分野別の在学者

　在学者の専門別分布（学生数ベース）については，機関ごとに比較的はっきりとした違いがみ

られる（韓国教育開発院教育統計サービス，２０１６.０１.０４アクセス）。技術大学や技能大学ではその
設置目的から工学系が圧倒的に多く９割前後を占める。産業大学や専門大学では人文社会系は３

割前後にとどまっている一方で自然科学系が５割を超えており，特に工学系の割合が高い。遠隔

大学では人文社会系が８割近くと圧倒的多数である。社内大学の場合は専門学士課程と学士課程

で専門別分布に違いがみられ，専門学士課程では工学系が９割近くを占める一方で，学士課程で

は社会系と工学系がおおよそ半々となっている。専攻大学の場合，社会系が４割，芸術・スポー

ツ系が５割強となっており，芸術・スポーツ系が占める割合の高さは他の機関にない特徴といえ

る。このように機関別にみると必ずしも理工系が圧倒的優位とはいえない分布となっており，職

業高等教育機関がカバーする分野の幅広さが分かる。

２.３　就職先，産業界との連携

　職業高等教育機関の卒業者の具体的な就職先については今回情報を取得できなかったが，参考

までに２０１４年卒業者の就業率および進学率を図表７－９に示した。ここに示された職業高等教育

機関（産業大学，専門大学，技能大学）の就業率はすべて一般大学を上回っていることが分かる。

特に技能大学の就業率は８割を超えており，非常に良好といえる。卒業者の専攻別にみた場合

（韓国教育開発院，２０１４，p.２２，p.２４），専門大学では教育系列８２.９％，医薬系列７０.８％，工学系
列６４.９％などの専攻が高い就業率を示している。その反面，人文系列４９.４％，社会系列，５９.２％，
自然系列５８.５％，芸術・スポーツ系列４７.５％などの専攻は比較的低調であり，同じ傾向が産業大学
にもみられる。一方，技能大学では医薬系列９３.１％をはじめすべての系列で就業率が８０％を超え
ており，専門大学や産業大学では低調だった社会系列でも８１.０％と高い就業率を誇っている。こ
れは，図表７－６で例示したように技術大学が各分野の実務に特化した教育をおこない，即戦力

となる人材の養成していることが産業界から高く評価されていることの現れといえよう。

　次に進学率をみると，専門大学以外の職業高等教育機関の進学率は軒並み低いことが分かる。

とはいえ，専門大学の場合は２０名に１名は進学している計算になり，進学者数も１万名近いため

決して少ない数字とはいえない。なお進学者９,８０１名のうち，３,５１４名（３５.９％）が国内の専門大学
（おそらく学士学位専攻深化課程）に，５,９１３名（６０.３％）が国内の大学（おそらくその多くは一
般大学）に進学しており（韓国教育開発院，２０１４，pp.２６-２７），大学への進学者が学士学位専攻深
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化課程への進学者の２倍近く多くなっている。もちろん受け入れ定員のキャパシティの差も勘案

する必要があるものの１２，進学希望者が専門大学の学士学位専攻深化課程よりも一般大学をより選

好している可能性は大いにある１３。

　なお，職業高等教育機関と産業界との連携の代表例として，専門大学の「委託教育」について

紹介しておきたい。委託教育とは，専門大学が企業や公共機関，教育機関，医療機関，軍隊等か

らの委託を受けて勤労者の能力開発のための継続教育をおこなうプログラムである。このプログ

ラムは１９９３年に導入された。高等学校卒業以上の学歴を有する者で，企業等に勤務している者の

うち，当該企業等の長の推薦を受けた場合，書類審査のみで専門大学に入学できる。また，委託

生が正規課程を履修した場合（機関によっては委託生用の教育課程を別途編成する場合もある），

一般の学生と同様に専門学士の学位を授与される。委託生の受け入れは１８歳人口の減少に悩む専

門大学にとって貴重な収入源となる一方で，無軌道な委託生の受け入れが専門大学教育の質的水

準を低下させているという批判も出ていた（馬越，石川，２０１１，pp.２３４-２３５）。こうした批判への
反省があったのか，あるいは企業等からの人気が低下したためかは不明だが，年々委託教育の数

は減少する趨勢にある（図表７－１０）。

１２ ２０１４年時点で，学士学位専攻深化課程の全入学者数が約１万名なのに対し一般大学の全編入学者数は３万名あま
りである（韓国教育開発院教育統計サービス，２０１６.０２.０５アクセス）。

１３ 都市部の専門大学の人気学科を除けば，全般的に学士学位専攻深化課程の人気はそれほど高いとはいえない。実
際，一部の専門大学では学士学位専攻深化課程が深刻な定員割れを起こしており，中には認可取り消しや定員削
減に至るケースもあるという（ナ・スンイル，２０１２，p.１８）。

図表７－９　２０１４年卒業者の就業率および進学率

進学率進学者数就業率就業者数卒業者数

８.６％２６,０４３５４.８％１４１,９９３３０１,６０６大学（一般大学）

３.７％５８６６１.１％８,９２６１５,６９８産業大学

１.０％４６６６.５％３,０２３４,６９０教育大学

５.３％９,８０１６１.４％１０１,２８３１８３,３８９専門大学

１７.５％９３２１.４％７９５３２各種学校

１.２％８０８５.５％５,２５４６,６６９技能大学

注：就業率は健康保険および国税データベース連携就業率であり，日雇いや短期契約等の雇用は反映されていない。
出所：韓国教育開発院，２０１４，pp.２０-２１より筆者が作成。

図表７－１０　専門大学における委託教育の実施状況
出所：教育科学技術部，２００９，p.１，教育部，２０１４，p.１より筆者が作成。
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２.４　費用負担

　近年高等教育機関の授業料は高騰しており，その抑制は重要な政策課題となっている。２０１５年

度の一般大学の年間授業料は平均６６７万ウォン（１０ウォン≒１円）であった（聯合ニュース，

２０１５.０４.３０）。大学情報告示システムを用いて２０１５年時点の年間授業料を調べてみると（大学アル
リミ，２０１６.０２.０１アクセス），所在地や学部等によって授業料は異なるものの，国立の一般大学は
４００～６００万ウォン程度，私立の一般大学は７００～８００万ウォン程度が多かった１４。一般大学の授業料

についてはわが国と同程度の負担か，平均所得の差を勘案すればやや重い負担となっているとい

えるだろう。一方，同じ学士課程レベルでも教育大学は３００万ウォン程度，サイバー大学は２００万

～２７０万ウォン程度と一般大学に比べ授業料がかなり抑えられている。韓国放送通信大学は６８万

３,２００ウォンと非常に低廉である。一方，私立がほとんどを占める専門大学の場合，授業料は５００
～６００万ウォン程度であり，国立の一般大学とおおよそ同程度の額となっている。これに対し，技

能大学である韓国ポリテク大学の授業料は２００万ウォン程度であり，かなり低廉といえよう。全般

的にいって，職業高等教育機関の授業料は一般大学に比べ低く抑えられているといえる。

　では，職業高等教育機関が授業料を比較的低く抑えることができている理由は何であろうか。

韓国では私立高等教育機関に対する政府からの経常費補助の仕組みがなく予算の大部分を授業料

収入に頼っているため，授業料を低額に抑えることはそのまま予算収入が低くなることを意味す

る。したがって，そのショックをどこかで吸収する必要が出てくるわけである。技能大学の場合

はすべて私立であるが，技術者養成のための国策大学として雇用労働部から手厚い支援を受けて

いるため１５，授業料を低く抑えられているものと考えられる。一方，同じく私立がほとんどを占め

る専門大学の場合，おそらく専任教員数を少なく抑えるなどの「経営努力」によって授業料を低

く抑えることで，入学者獲得のための競争力を確保しているものと推測される。たとえば，２０１２

年時点の全教員に占める専任教員の割合は，一般大学の８１.９％に対し専門大学は５８.９％に過ぎな
い。同じく教員数対学生数比率は，一般大学２０.４に対し専門大学２３.５であるが，教員数を専任教員
に絞ると一般大学２４.９に対し専門大学は３９.９となり一気に差が拡大する（カン・ギョンジョン，２０１３，
p.２５）。ここからは，専門大学が一般大学に比べて専任教員数を相当少なく抑え，その不足分を非
常勤講師などの安価な労働力でまかなっていること，しかしそれでもまだ教員数対学生数の比率

は一般大学には及ばないという状況が読み取れる。

　なお韓国国内の高等教育機関の在学生は，職業高等教育機関に在学する学生を含め韓国奨学財

団（わが国の日本学生支援機構に相当）の貸与・給付奨学金の対象となる１６。ただし，社内大学に

ついては貸与・給付奨学金の対象から除外されている。これは，費用がすべて設置者の負担でま

かなわれるためと考えられる。

１４ なお，国立のソウル大学は５９６万４,３００ウォン，私立の延世大学は８７９万８,２００ウォン，高麗大学が８１９万９,８００ウォン
であった。

１５ たとえば，技能大学である韓国ポリテク大学への２０１４年の政府支援予算は２,６２７億ウォンであった。これに対し，
同年の専門大学への政府支援予算の総額は２,９４７億ウォンであった。専門大学の学生数は韓国ポリテク大学の約３０
倍といわれるが，政府支援予算はほぼ同程度であることが分かる。雇用労働部傘下の技能大学は雇用保険基金か
ら多額の支援を受けることができるため，韓国ポリテク大学の学生１名あたりの国庫支援金は専門大学の３.８倍，
同じく学生１名あたりの施設投資費は１０.６倍も多い。技能大学と機能や立場が似ている専門大学側は，こうした
「不平等」な状況に不満を募らせているという（ニュース１コリア，２０１５.０９.２７）。

１６ 韓国奨学財団の貸与奨学金（一般償還学資金）の支援対象は，単位銀行制（後述）や外国大学を除く「国内高等
教育機関」となっている。また，給付奨学金（Ⅰ類型）の支援対象には，高等教育法第２条各号の規定による学
校（大学，産業大学，教育大学，専門大学，遠隔大学），生涯教育法第３１条の規定による専攻大学，勤労者職業能
力開発法による技能大学が含まれており，社内大学を除く職業高等教育機関すべてが含まれている（韓国奨学財
団ウェブサイト，２０１６.０１.０５アクセス）。
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３．政策の動向

３.１　歴史的経緯

　韓国の職業高等教育の歴史は，専門大学の前身の１つである初級大学が設立された１９５０年にま

で遡ることができ，今日まで７０年近い伝統を有している（図表７－１１）。しかし，職業高等教育機

関の設立・拡充が本格化したのは１９８０年代前後からのことである。この時期，経済発展による技

術人材に対する需要や生涯教育に対する認識の高まりを背景に，技能大学の開校，放送通信大学

の学士課程への改編とソウル大学からの分離・独立，開放大学（のちの産業大学）の設立などが

相次いだ。中でも職業高等教育の歴史にとって大きな出来事だったのは，１９７９年に既存の短期高

等教育機関を統合して専門大学が設立されたことである。これまでみてきたように，専門大学は

その後韓国を代表する職業高等教育機関としてめざましい発展を遂げ現在に至っている。専門大

学設立の背景には，産業技術の発展による中堅職業人材の需要増加に応えるために高等教育を拡

張し職業技術教育を強化するという目的があった。しかしそれと同時に，当時数十万名に上ると

いわれた浪人生の受け皿を作ることで，高まる一方の高等教育に対する需要を吸収するという政

策的意図もあったといわれている（教育５０年史編纂委員会，１９９８，p.５６１，ナ・スンイル，２０１２，
p.１６）。こうした設立背景が，専門大学を一般大学と性格の異なる職業教育機関とみなすよりも，
むしろ一般大学と比べ「一段劣る大学」とみなす風潮を作り出す一因となったと考えられる。

　さらに１９９０年代後半以降は，職業高等教育分野で様々な改革や規制緩和が盛んにおこなわれる

ようになった。専門大学での専門学士学位の授与開始，開放大学の産業大学への名称変更，技能

大学での産業学士学位の授与開始などがその代表例である。特に２０００年代以降における職業高等

教育改革の加速の背景には，１９９７年に韓国を襲った通貨危機（いわゆる「IMF危機」）に代表さ
れるグローバル化の影響があるといわれる。IMF危機の後，高等教育全体が厳しい構造調整を迫
られる中，職業高等教育機関も一般大学との差別化を図り発展することで，競争に生き残ってい

くことが求められるようになったのである（ナ・スンイル，２０１２，p.１７）。

３.２　近年の動向

　２０００年代以降の職業高等教育改革における主なトレンドとしては，第１に修業年限の延長，第

２に学士学位課程の設置および授与する学位の格上げ，第３に単位銀行制（韓国語では「学点銀

行制」）との連携を挙げることができる。

　第１の点については，２年制が主流だった専門大学にも近年３年制や４年制の課程が増え，４

年制の学科では卒業時に学士学位を授与するようになっている１７。専門大学には学士学位を授与

できる専攻深化課程も設置可能なため，もはや専門大学を単純に短期高等教育機関として位置付

けることができなくなってきている。また，１９９０年代末以降専門大学の名称の自由化が進んだこ

とによって今では校名だけから専門大学と一般大学を判別することは困難になっているし，上述

したように専門大学には現役入学したフルタイム学生が多く存在しており，すでに一般大学との

間に教育対象の大きな違いはなくなっているといえる。これらのことを考え合わせると，代表的

な職業高等教育機関であり韓国の高等教育制度を支える二本柱の１つである専門大学の修業年限

延長の流れは，高等教育改革における高等教育機関の機能分化・特性化の流れと連動し，高等教

１７ ２０１１年５月の高等教育法改正により，看護学科といった医療分野の人材を養成する学科については，特例として
４年制課程の運営ならびに学士学位授与が可能になった（同法第５０条の３）。ナ・スンイルらによれば，２００２年か
ら専門大学の３年制学科が拡大していき，２０１１年から一部の看護学科において４年制課程が運営され始めたとい
い，２０１２年には３３校が４年制課程を運営していたという（ナ・スンイル，２０１２，p.１８）。
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図表７－１１　職業高等教育関連事項年表

事　項年
初級大学設立（２年制と４年制が混在）１９５０
実業高等専門学校設立（５年制でわが国の高専に相当）１９６３
放送通信大学設立のための法的根拠整備（旧教育法１９６８年１１月改正，同年同月施行による）１９６８
専門学校設立（２～３年制の短期高等教育機関。実業高等専門学校の一部を改編したもの）１９７０
ソウル大学の附属機関として放送通信大学設立（旧教育法第１１４条の２に基づく韓国放送通信大学設置令
１９７２年３月制定，同年同月施行による）。当初は２年制初級大学課程を開設

１９７２

技能大学設立のための法的根拠整備（旧技能大学法１９７７年７月制定，同年同月施行による）１９７７
初級大学，実業高等専門学校，専門学校を統合し専門大学設立（旧教育法１９７７年１２月改正，同年同月施行，
専門大学に関する規定のみ１９７９年１月施行，附則第２条①「この法公布当時の初級大学・実業高等専門学校
および専門学校は，大統領令が定める期間内に専門大学またはこれに準じる各種学校へ改編し，文教部長官
の認可を得なければならない」）

１９７９

初めての技能大学が開校（昌原技能大学）１９８０
放送通信大学，初級大学課程を５年制の学士課程に改編（１９８２～１９８９まで専門大学課程（幼児教育科）を設
置していた）

１９８１

開放大学（のちの産業大学）設立（リカレント教育が当初の目的）
１９８２

放送通信大学，ソウル大学より分離・独立
開放大学の名称自由化（校名に「開放」を付けなくともよくなった）１９８８
開放大学に大学院課程設置開始１９８９
社会人としての経歴がなくとも開放大学を志願可能に１９９０
放送通信大学，４年制の学士課程に改編１９９１
開放大学において「大学校」の名称使用開始（元来「大学校」には総合大学の意味が含まれている）１９９３
専門大学において専門学士学位の授与開始（旧教育法１９９７年１月改正，同年同月施行による）

１９９７
技術大学設立のための法的根拠整備（旧教育法１９９７年１月改正，同年同月施行による）
開放大学を産業大学へと名称変更（高等教育法１９９７年１２月制定，１９９８年３月施行による）

１９９８
専門大学において専攻深化課程導入（当初は非学位課程のみ）
専門大学の名称自由化（校名に「専門」を付けなくともよくなった）
技能大学において産業学士学位の授与開始（旧技能大学法１９９７年１２月改正，１９９８年１月施行による）
単位銀行制導入
遠隔大学形態の生涯教育施設（サイバー大学）設立のための法的根拠整備（生涯教育法１９９９年８月改正，
２０００年３月施行による）

２０００
社内大学設立のための法的根拠整備（生涯教育法１９９９年８月改正，２０００年３月施行による）。同年，初めて
の社内大学が開校（１９８９年設立のサムスン電子工科大学が認定を受けたことによる）
初めての技術大学が開校（１９８８年設立の韓進グループの静石大学が認定を受けたことによる。１９９７年の法的
根拠整備以来１件も設立申請がなかった。同大学は現在も唯一の技術大学）
放送通信大学に大学院課程増設

２００１
初めてのサイバー大学が開校（９校）
技能大学２４校と職業専門学校１９校を統合し韓国ポリテク大学が開校２００６
専門大学において学位（学士）課程の専攻深化課程運営が可能に

２００８

産業大学が一定の条件を満たした場合，一般大学へ転換可能に（２０１１年までの期限付き）。その後，一般大
学への転換が相次ぎ産業大学は２校まで減少
遠隔大学だけでなく一般大学においてもインターネットを通じた学士課程運営が可能に
専攻大学設立のための法的根拠整備（生涯教育法２００７年１２月改正，２００８年２月施行による）。同年，初めて
の専攻大学が開校（３校）
専門大学の長の名称を以前の「学長」から「総長」へ変更２００９
専門大学において「大学校」の名称使用が可能に（元来「大学校」には総合大学の意味が含まれている）

２０１１
専門大学の看護学科で４年制の学士課程運営が可能に
社会人としての経歴がなくとも専門大学における学位（学士）課程の専攻深化課程履修が可能に（登録率低
調の打開策か。リカレント職業教育課程としての位置付けは曖昧に）

２０１２
技能大学において学位（学士）課程の専攻深化課程運営が可能に（勤労者職業能力開発法２０１２年２月改正，
２０１２年７月施行による）

出所：教育５０年史編纂委員会，１９９８，pp.５６０-５６５，ナ・スンイル，２０１２，pp.１１-２５，教育部，２０１３.１２.１０，キム・ビョ
ンジュ，２０１５，p.６７，韓国専門大学教育協議会ウェブサイト，２０１６.０１.２６アクセス，国家法令情報センター
ウェブサイト，２０１６.０１.０５アクセス等を参考に筆者が作成。
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育機関の大きな区分がもはや修業年限ではなく教育目的や教育内容によってなされる方向へ向か

いつつあることを示しているといえる。

　第２の点については，学士学位専攻深化課程の設置や修業年限の延長により，従来専門学士レ

ベルの学位のみ授与していた専門大学や技能大学でも，学士レベルの学位を授与するようになっ

てきている。なお専門大学における修業年限の延長や学位課程の設置および授与する学位の格上

げの背景には，韓国専門大学教育協議会をはじめとする関連団体の持続的な働きかけがあったと

われる（キム・ビョンジュ，２０１５，p.６７）。
　さらに第３の点については，近年，職業高等教育機関において社会人有職者の需要に応えるた

めに単位銀行制１８による学位取得や資格取得と連携した教育課程の運営が拡大している。特に専門

大学や技能大学では，「国家職務能力標準（National Competency Standards: NCS）」１９に基づいた
教育課程改革も進んでいるといわれる。また，非正規課程ではあるが各大学の附設生涯教育院に

おける学習も盛んになっているという。

４．まとめ

　以上，韓国における高等教育レベルの職業教育と学位の概要について論じてきたが，最後に，

そこにみられた主な特徴について学位と関連する内容を中心にまとめてみよう。

　第１に，職業高等教育機関の多様さが指摘できる。法令上１０種類の高等教育機関のうち，７種

類を職業高等教育機関と位置付けることができた。その中には企業等に設置される社内大学のよ

うに，わが国ではまったくみられないようなタイプの職業高等教育機関も存在していた。一方で，

専門大学を除けば職業高等教育機関の量的プレゼンスは小さく，６割以上の学生が一般大学に在

籍しているため，職業高等教育機関の多様さが一般大学に代表される既存の「大学」のイメージ

を変えるというところまでは至っていないと考えられる。

１８ 単位銀行制とは，開放的な高等教育制度の実現を目指して１９９８年度に導入された制度である。同制度は，高等学
校卒業者または同等の学力を有する者を対象として，高等教育機関や認定教育訓練機関での評価認定学習科目，
サイバー大学での時間制履修，独学による試験，技能士などの資格取得などの多様な形態の学習経験を単位とし
て認定し，学位（学士または専門学士）を授与する。以前は韓国放送通信大学が管掌していたが，２００８年以降は
「単位認定等に関する法律」（韓国語では「学点認定等に関する法律」）に基づき国家生涯教育振興院（韓国語で
は「国家平生教育振興院」）が関連業務を管轄している。なお単位銀行制においては看護学や工学，観光学，軍事
学，（犯罪）捜査学，ファッション学など特定の職業と直結した実学志向の学位課程も数多く設置されており，職
業教育とも無関係ではない。たとえば単位銀行制のウェブサイトでも，同制度が教育訓練機関に与える影響とし
て「地域と社会福祉のための生涯学習，職業安定と雇用推進のための職業訓練教育，企業競争力向上のための産
業教育に対する認定および活性化」や「勤労者の勉学欲求，専門的職務教育効果の同時受容」等を挙げている。
さらに，単位銀行制を利用すれば，国家資格や公認を受けた民間資格が単位として認定される。たとえば，技術
士や公認会計士，弁護士，建築士等の難関資格は４５単位，秘書１級は１０単位，ワード１級は４単位として認定さ
れる。また，高卒以上の学歴を持つ重要無形文化財保有者（文化財庁長指定）はその経験が１４０単位として認めら
れ，単位認定と同時に学士学位が授与される。重要無形文化財保有者の門下生についても伝授教育を受けた経験
が単位として認められる（国家平生教育振興院学点銀行ウェブサイト，２０１５.０８.２４アクセス）。本文で述べたよう
に，韓国では社内大学や技能大学においても勤務経歴を一定範囲で単位として認定することができるようになっ
ている。こうした，教育機関以外での多様な経験を学位取得のための単位として認める動きはフランス等の諸外
国でもみられ，韓国の改革もそうした欧米先進国の事例を参考にしていると考えられる。なお，単位銀行制につ
いては，鄭，森，２０１３，pp.５-１１に詳しい。

１９ 国家職務能力標準とは，産業現場において職務を遂行するために必要な知識・技術・素養などの内容を産業部門別・
水準別に体系化し，産業現場での職務遂行を成功に導くために必要な能力（知識・技術・態度）を国家レベルで
標準化したものである。国家職務能力標準は２０００年代以降に教育部と雇用労働部が中心になって開発を推し進め，
２００８年から本格的な導入が始まったとされる（チュ・インジュン，チョ・ジョンユン，イム・ギョンボム，２０１０，
pp.３０-３１，国家職務能力標準ウェブサイト，２０１６.０２.０９アクセス）。
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　第２に，すべての職業高等教育機関が何らかの学位を授与する権利を持っている点を指摘でき

る。さらに，一定の条件を満たせば，専門大学や技能大学などの短期高等教育機関であっても学

士学位を授与する課程を設置することが可能な点も特徴的であった。なお，専門大学や技能大学

における学位授与が認められるようになったのは１９９０年代末であり比較的最近のことといえるが，

それが実現できた背景には自らの権利を擁護・拡大しようとする関連団体や学生からの圧力や積

極的な働きかけが存在していたことがうかがえた。

　第３に，職業高等教育機関の種類の多さやカバーしている専攻分野の幅広さに反して，そこで

授与される学士課程以下の学位は，学士，専門学士，産業学士の３種類に限られていた。大部分

の職業高等教育機関では高等教育法に定められた通常の学位である学士または専門学士が授与さ

れていた。また，例外的に技能大学のみで授与される産業学士についても専門学士との同等性が

法的に保障されていた。このような学位の共通性の高さが異なる種類の機関同士の柔軟なアー

ティキュレーションを可能にし，職業高等教育機関の卒業者が袋小路に入り込まないようになっ

ていると考えられた。

　なお，韓国における職業高等教育機関の今後の課題としては，相互の機能の重複をどのように

調整しつつ，一般大学との差別化を図っていくかということが挙げられよう。近年の職業高等教

育に関する改革の流れや各機関の動向をみていると，今後韓国の職業高等教育の主軸となるのは

専門大学と技能大学（韓国ポリテク大学等）の２つであるように思われる。専門大学はすでに量

的側面で高等教育制度を支える柱の１つとなっているし，今後は専攻分野に応じた２～４年制の

フレキシブルな職業教育を提供する機関として一般大学との差別化を図っていくことは十分可能

であろう（ただしその過程で，十分な競争力を持たない一部の専門大学が淘汰されていくことも

予想される）。また，技能大学は徹底した実務重視の教育を通じて即戦力人材を生み出すことで，

職業高等教育機関の中でも突出した就業率を達成しているし，今後も国家（雇用労働部）からの

手厚い支援が期待できる。

　遠隔大学については，その設置目的からいっても職業教育機関としてよりはむしろ生涯教育機

関としての役割を果たすことを求められており，生き残り戦略としても通信教育という教育手段

の利点を活かし，生涯教育の機能を強化していくのではないだろうか。社内大学については規模

が小さいものの，設置元の企業等のサポートがある限りは安泰であろう。

　一方で，今後特に厳しく存在意義を問われるであろう職業教育機関は，産業大学，技術大学，

専攻大学の３つであるように思われる。産業大学はすでにほとんどが一般大学へ転換してしまい，

現在２校しか残っていない。学生数は約６万名とボリュームがあるものの，教育対象や教育内容

からいっても一般大学との違いがますます不明確になってきている。また，技術大学は現在１校

しか存在しておらず，全学生数が１６２名とあまりに規模が小さい。技術大学では入学資格として１

年６カ月以上の在職経験が求められるし，夜間部の在籍学生が１００％なので，確かに勤労学生の

ニーズはあるのかも知れない。しかしながら，その規模の小ささから，独立した種類の機関とし

て存在し続けることの意義を明確に打ち出すことは容易ではないだろう。専攻大学の場合，学生

数は１万名強と一定のボリュームを持ち，芸術・スポーツ系が５割を占め，夜間部在籍学生がや

はり５割を占めるという他の機関にない特徴を持っている。ただし，職業教育機関の中で唯一学

士学位を授与する課程を設置できないことが，今後の発展にとってネックとなる可能性もある。

　図表７－１１で示したように，韓国では少なくとも１９８０年代以降，職業高等教育機関の種類の統

廃合はおこなわれてこなかった。これは，各機関の学生・教員や関連団体等の間の利害を調整す

ることが簡単でないためかも知れない。しかし政府の強力なリーダーシップに基づく高等教育改

革は年々その勢いを増しており，急速な１８歳人口の減少に対応すべく今や個々の大学間の統廃合
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は構造改革を遂行するための主要な手段の１つとなっている。こうした流れの中，今後は機関の

種類の統廃合による職業高等教育機関の機能重複の解消や特定の職業高等教育機関の機能強化と

いった政策オプションが現実味を帯びてくる可能性もある。高等教育全体の構造が大きく変化し

ていく中，それぞれの職業高等教育機関がその設置目的と現実の両方を鑑み，どのような生き残

り戦略を選択するのかによって，今後の韓国における職業高等教育のかたちも大きく変化してい

くものと予想される。
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教育部，韓国教育開発院『２０１５ 整理された教育統計』韓国教育開発院，２０１５。
教育科学技術部『２０１０学年度専門大学産業体委託教育施行計画』教育科学技術部，２００９。

チュ・インジュン，チョ・ジョンユン，イム・ギョンボム「国家職務能力標準（NCS）事業の現案
および政策方案」『THE HRD REVIEW』第１３巻第３号，韓国職業能力開発院，２０１０，pp.１７-３９。

ナ・スンイル（研究責任者）『平生学習社会における高等職業教育学制発展方案』韓国専門大学教

育協議会附設高等職業教育研究所，２０１２。

＜韓国語資料＞

教育部「２０１４学年度社内大学平生教育施設認可承認─仕事・学習併行を通じた平生教育体制構築

で企業の核心人材育成─」教育部報道資料，２０１３.１１.０５。
教育部「専攻大学一般現況」教育部報道資料，２０１３.１２.１０。

＜韓国語ウェブサイト＞

韓国教育開発院教育統計サービス，http://kess.kedi.re.kr/。
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韓国奨学財団ウェブサイト，http://www.kosaf.go.kr/。
韓国専門大学教育協議会ウェブサイト，http://www.kcce.or.kr/。
韓国ポリテクⅠ大学（ソウルチョンスキャンパス）グリーンエネルギー設備科ウェブサイト，

http://jungsu.kopo.ac.kr/class.html?depart=１&menuKey=２。
教育人的資源統計サービス（教育統計年報），http://cesi.kedi.re.kr/。
国家職務能力標準ウェブサイト，https://www.ncs.go.kr/ncs/。
国家平生教育振興院学点銀行ウェブサイト，http://www.cb.or.kr/。
国家法令情報センターウェブサイト，http://www.law.go.kr/。
大学アルリミ（大学情報公示システム），http://www.academyinfo.go.kr/。
ニュース１コリア（ウェブニュースサイト），http://news１.kr/。
聯合ニュース（ウェブニュースサイト），http://www.yonhapnews.co.kr/。




